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事 業 税 税道 府 県 民

清 算 所 得 金 額 の 総 額 ②
亮
　
　
・

門
　
　
‥

法人税法の規定によつ
て計算 した法人税額 ①

課 税 標 準 と な る 清 算 所 得 金 額 ① 000
法人税法第100条の規定
による所得税額の控除領 ②

事 業 税 額 ( ① X  1 0 0 )① 00 課税標準となる法人税額
①+② ③ 00C

既
に
納
付
の
確
定
し
た
所
得
割
額
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平成
平成
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地 方 法 人 特 税 平成 00

課 税 標 準 と な る 事 業 税 額 ①
発

　

・

ヤ電

00 計 ③ 00

地 方 法 人 特 別 税 額 ( ⑤ X 1 0 。) ① 00
この申告がい正申告である場合は
既に納付の確定した法人駐胡領 ③ 00
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平成 00 円深鞍①
お 十億 百 万 千 円
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平成 00
既に納付の確定した
当期分の均等割額 ⑭ 00

平成 00
この申告により納付す
べき均等割額①一① ⑮ 00

計 ② 00
この申告により納付すべ
き道府県民税額①十⑤ ① 00
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古
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Ｃ
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寓

か
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申

告

十

同上に対する税領
⑦輸

⑬

解 散 登 記 の 日 平成   年 月 市町村分の課税標準額 ① 000

残 余 財 産 確 定 の 日 平成   年    月    日
る封 同 上 に 対 す る 税 額

①輸 ④

この申告に係る残余財産分配又は引渡しの予定日 平成   年 月 日 利子割通付額の均等割への充当 E 希望する E 希望しない
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付

請
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予  納  額 ②

控除した金額 (⑤と②のうち少ない額) ② 利 子 割 額 ②

控除することができなかつた金額 ②一② ② と

関

法

均

機

方

け

融

払

般

的

嬢

銀行    支 店

日座番号(普通・当座)既 に 通 付 を請 求 した 利 子 割 額 ②~既
夢場蕃務鴨弔強

試
毬= 〇 関与税理士

署名押印
(電話        _   )法第15条の4の 徴収猶予を受けようとする税額 ④


